
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
号

プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス

ウ
イ
ル
ス
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
緊
急
防
除
を
行
う
た
め
必
要
な
措
置
に
つ
き
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
防
除
区
域
）

第
二
条
　
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
緊
急
防
除
を
行
う
区
域
（
以
下
「
防
除
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に

掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

（
移
動
の
制
限
）

第
三
条
　
防
除
区
域
内
に
存
在
す
る
セ
イ
ヨ
ウ
マ
ユ
ミ
、
ナ
ガ
バ
ク
コ
、
ヨ
ウ
シ
ュ
イ
ボ
タ
又
は
サ
ク
ラ
属
（
サ
ク

ラ
節
を
除
く
。
）
（
以
下
「
セ
イ
ヨ
ウ
マ
ユ
ミ
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
生
植
物
（
種
子
及
び
果
実
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
植
物
防
疫
官
が
そ
の
行
う
検
査
の
結
果
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
な
い
と
認
め

る
旨
を
示
す
表
示
を
付
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
、
及
び
調
査
を
行
う
た
め
、
植
物
防

疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
岐

阜
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
大
阪
府
知
事
又
は
兵
庫
県
知
事
に
対
し
調
査
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又
は
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
岐
阜
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
大
阪
府
知

事
若
し
く
は
兵
庫
県
知
事
の
指
定
す
る
職
員
）
が
セ
イ
ヨ
ウ
マ
ユ
ミ
等
の
生
植
物
を
防
除
区
域
以
外
の
地
域
へ
移

動
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
植
物
防
疫
官
に

別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
植
物
防
疫
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
検
査
の
期
日
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
検
査
の
結
果
、
当
該
生
植
物
が
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、
植
物
防
疫
官
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
検
査
合
格
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
移
動
の
許
可
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
植
物
防
疫
所

を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
緊
急

防
除
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
生
植
物
の
移
動
の
方
法
、
移
動
後
の
管
理
方
法

そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
必
要
な
条
件
を
付
し
て
移
動
を
許
可
し
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ

る
許
可
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
許
可
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
当
該
許
可
に
係
る
生
植
物
又
は
容
器
包
装
に
添
付
し
て

移
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
の
措
置
）

第
五
条
　
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
又
は
感
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
防
除
区
域
内
に

存
在
す
る
セ
イ
ヨ
ウ
マ
ユ
ミ
等
の
生
植
物
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ム
ポ
ッ
ク
ス
ウ
イ
ル
ス
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、
植
物
防
疫
官

に
よ
り
こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
当
該
植
物
防
疫
官
（
植
物
防
疫
法
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
岐
阜
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
大
阪
府
知
事

又
は
兵
庫
県
知
事
に
対
し
廃
棄
の
措
置
に
関
す
る
協
力
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
植
物
防
疫
官
又

は
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
岐
阜
県
知
事
、
愛
知
県
知
事
、
大
阪
府
知
事
若
し
く
は
兵
庫
県
知
事
の
指
定

す
る
職
員
）
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
日
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
九
日
農
林
水
産
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
五
日
農
林
水
産
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
五
日
農
林
水
産
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
七
日
農
林
水
産
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
六
日
農
林
水
産
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

東
京
都
昭
島
市
田
中
町
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
青
梅
線
以
南
の
地
域
に
限
る
。
）
、
拝
島
町
、
松
原
町
、
緑
町
及
び
美
堀

町
、
あ
き
る
野
市
（
小
川
東
、
乙
津
、
小
中
野
、
小
峰
台
、
小
和
田
、
戸
倉
、
二
宮
東
、
平
沢
東
、
深
沢
及
び
養
沢

を
除
く
。
）
、
青
梅
市
（
小
曾
木
、
富
岡
及
び
御
岳
山
を
除
く
。
）
、
八
王
子
市
宇
津
木
町
、
梅
坪
町
、
大
谷
町
、
尾
崎

町
、
上
壱
分
方
町
、
川
口
町
、
久
保
山
町
、
左
入
町
、
下
恩
方
町
、
諏
訪
町
、
大
楽
寺
町
、
高
月
町
、
滝
山
町
、
戸

吹
町
、
西
寺
方
町
、
弐
分
方
町
及
び
丸
山
町
、
羽
村
市
小
作
台
、
川
崎
（
都
道
二
百
四
十
九
号
線
以
西
の
地
域
に
限

る
。
）
、
五
ノ
神
（
都
道
二
百
四
十
九
号
線
以
西
の
地
域
に
限
る
。
）
、
栄
町
、
神
明
台
、
玉
川
、
羽
、
羽
加
美
、
羽

中
、
羽
西
、
羽
東
及
び
緑
ヶ
丘
、
福
生
市
牛
浜
、
大
字
熊
川
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
で
都
道
七
号
線
以
北
の
地

域
を
除
く
。
）
、
大
字
福
生
（
一
般
国
道
十
六
号
線
以
東
の
地
域
並
び
に
千
八
百
四
十
六
番
か
ら
千
八
百
六
十
五
番
ま

で
、
千
九
百
五
十
八
番
か
ら
千
九
百
七
十
四
番
ま
で
、
千
九
百
八
十
一
番
及
び
千
九
百
八
十
四
番
か
ら
千
九
百
九
十

番
ま
で
を
除
く
。
）
、
加
美
平
、
北
田
園
、
志
茂
、
東
町
、
本
町
、
南
田
園
及
び
武
蔵
野
台
並
び
に
西
多
摩
郡
奥
多
摩

町
梅
澤
、
川
井
、
小
丹
波
、
丹
三
郎
及
び
氷
川
並
び
に
日
の
出
町
、
神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
小
倉
、
小
倉
一
丁
目
、

小
倉
二
丁
目
、
小
倉
三
丁
目
、
小
倉
四
丁
目
、
小
倉
五
丁
目
、
鹿
島
田
一
丁
目
、
鹿
島
田
二
丁
目
、
鹿
島
田
三
丁

1



目
、
北
加
瀬
一
丁
目
、
北
加
瀬
二
丁
目
、
北
加
瀬
三
丁
目
、
新
小
倉
、
新
川
崎
、
塚
越
二
丁
目
、
塚
越
三
丁
目
、
塚

越
四
丁
目
、
東
小
倉
、
南
加
瀬
一
丁
目
、
南
加
瀬
二
丁
目
、
南
加
瀬
三
丁
目
、
南
加
瀬
四
丁
目
、
南
加
瀬
五
丁
目
、

南
幸
町
三
丁
目
、
矢
上
及
び
柳
町
並
び
に
横
浜
市
港
北
区
大
倉
山
一
丁
目
、
大
倉
山
二
丁
目
、
大
曽
根
一
丁
目
、
大

曽
根
二
丁
目
、
大
曽
根
三
丁
目
、
大
曽
根
台
、
菊
名
一
丁
目
、
菊
名
二
丁
目
、
菊
名
三
丁
目
、
菊
名
四
丁
目
、
菊
名

五
丁
目
、
菊
名
六
丁
目
、
菊
名
七
丁
目
、
篠
原
北
一
丁
目
、
篠
原
北
二
丁
目
、
樽
町
一
丁
目
、
樽
町
二
丁
目
、
樽
町

三
丁
目
、
樽
町
四
丁
目
、
綱
島
西
二
丁
目
、
錦
が
丘
、
日
吉
三
丁
目
、
日
吉
四
丁
目
、
日
吉
五
丁
目
、
日
吉
六
丁

目
、
日
吉
七
丁
目
、
日
吉
本
町
一
丁
目
、
富
士
塚
一
丁
目
、
富
士
塚
二
丁
目
、
大
豆
戸
町
、
箕
輪
町
一
丁
目
、
箕
輪

町
二
丁
目
、
箕
輪
町
三
丁
目
及
び
師
岡
町
並
び
に
鶴
見
区
江
ケ
崎
町
、
梶
山
一
丁
目
、
梶
山
二
丁
目
、
上
末
吉
一
丁

目
、
上
末
吉
二
丁
目
、
上
末
吉
三
丁
目
、
上
末
吉
四
丁
目
、
上
末
吉
五
丁
目
、
上
の
宮
一
丁
目
、
上
の
宮
二
丁
目
、

岸
谷
三
丁
目
、
岸
谷
四
丁
目
、
北
寺
尾
一
丁
目
、
北
寺
尾
二
丁
目
、
北
寺
尾
三
丁
目
、
北
寺
尾
四
丁
目
、
北
寺
尾
五

丁
目
、
北
寺
尾
六
丁
目
、
北
寺
尾
七
丁
目
、
駒
岡
一
丁
目
、
駒
岡
二
丁
目
、
駒
岡
三
丁
目
、
駒
岡
四
丁
目
、
駒
岡
五

丁
目
、
獅
子
ケ
谷
一
丁
目
、
獅
子
ケ
谷
二
丁
目
、
獅
子
ケ
谷
三
丁
目
、
尻
手
一
丁
目
、
尻
手
二
丁
目
、
尻
手
三
丁

目
、
下
末
吉
一
丁
目
、
下
末
吉
二
丁
目
、
下
末
吉
三
丁
目
、
下
末
吉
四
丁
目
、
下
末
吉
五
丁
目
、
下
末
吉
六
丁
目
、

諏
訪
坂
、
佃
野
町
、
鶴
見
一
丁
目
、
鶴
見
二
丁
目
、
寺
谷
一
丁
目
、
寺
谷
二
丁
目
、
豊
岡
町
、
馬
場
一
丁
目
、
馬
場

二
丁
目
、
馬
場
三
丁
目
、
馬
場
四
丁
目
、
馬
場
五
丁
目
、
馬
場
六
丁
目
、
馬
場
七
丁
目
、
東
寺
尾
一
丁
目
、
東
寺
尾

二
丁
目
、
東
寺
尾
五
丁
目
、
東
寺
尾
六
丁
目
、
東
寺
尾
北
台
、
東
寺
尾
中
台
、
東
寺
尾
東
台
、
三
ツ
池
公
園
、
元
宮

二
丁
目
、
矢
向
一
丁
目
、
矢
向
二
丁
目
、
矢
向
三
丁
目
、
矢
向
四
丁
目
、
矢
向
五
丁
目
及
び
矢
向
六
丁
目
、
岐
阜
県

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
、
鵜
沼
大
伊
木
町
、
鵜
沼
小
伊
木
町
、
鵜
沼
西
町
、
鵜
沼
羽
場
町
、
鵜
沼
古
市
場
町
、
鵜
沼

真
名
越
町
、
前
渡
北
町
、
前
渡
西
町
及
び
前
渡
東
町
、
愛
知
県
一
宮
市
浅
井
町
江
森
、
浅
井
町
大
野
、
浅
井
町
大
日

比
野
、
浅
井
町
尾
関
、
浅
井
町
黒
岩
、
浅
井
町
河
田
、
浅
井
町
河
端
、
浅
井
町
小
日
比
野
、
浅
井
町
西
浅
井
、
浅
井

町
西
海
戸
、
浅
井
町
東
浅
井
、
浅
井
町
前
野
及
び
瀬
部
、
犬
山
市
犬
山
、
内
田
東
町
、
大
字
塔
野
地
（
県
道
百
八
十

八
号
線
以
西
の
地
域
に
限
る
。
）
、
大
字
前
原
、
上
坂
町
、
上
野
、
上
野
新
町
、
木
津
、
五
郎
丸
、
五
郎
丸
東
、
天
神

町
、
中
山
町
、
羽
黒
（
新
郷
瀬
川
以
西
の
地
域
並
び
に
新
郷
瀬
川
以
東
で
県
道
百
八
十
八
号
線
及
び
県
道
十
六
号
線

以
西
の
地
域
に
限
る
。
）
、
羽
黒
朝
日
、
羽
黒
稲
葉
西
、
羽
黒
稲
葉
東
、
羽
黒
菊
川
、
羽
黒
新
田
、
羽
黒
新
外
山
、
羽

黒
摺
墨
、
羽
黒
高
橋
、
羽
黒
堂
前
、
羽
黒
成
海
西
、
羽
黒
成
海
南
、
羽
黒
安
戸
南
、
羽
黒
余
町
、
橋
爪
、
橋
爪
東
、

前
原
、
前
原
南
及
び
丸
山
天
白
町
、
江
南
市
後
飛
保
町
、
江
森
町
、
小
杁
町
、
勝
佐
町
、
鹿
子
島
町
、
草
井
町
、
河

野
町
、
小
脇
町
、
慈
光
堂
町
、
高
屋
町
、
中
般
若
町
、
野
白
町
、
般
若
町
、
飛
高
町
、
藤
ケ
丘
、
前
野
町
、
前
飛
保

町
、
宮
後
町
、
宮
田
町
、
宮
田
神
明
町
、
村
久
野
町
、
山
尻
町
及
び
和
田
町
並
び
に
丹
羽
郡
大
口
町
大
字
河
北
、
河

北
及
び
仲
沖
並
び
に
扶
桑
町
、
大
阪
府
河
内
長
野
市
市
町
、
木
戸
、
木
戸
町
（
一
般
国
道
三
百
十
号
線
以
東
の
地
域

に
限
る
。
）
、
木
戸
東
町
、
楠
町
西
、
楠
町
東
、
汐
の
宮
町
、
千
代
田
南
町
、
松
ケ
丘
中
町
及
び
松
ケ
丘
東
町
、
富
田

林
市
大
字
廿
山
（
府
道
二
百
二
号
線
以
南
の
地
域
に
限
る
。
）
、
大
字
錦
織
、
甲
田
、
小
金
台
、
寿
町
、
桜
ケ
丘
町
、

新
青
葉
丘
町
、
新
家
、
須
賀
、
高
辺
台
、
谷
川
町
、
廿
山
、
津
々
山
台
、
寺
池
台
、
常
盤
町
、
錦
織
北
、
錦
織
東

（
府
道
二
百
二
号
線
以
北
の
地
域
に
限
る
。
）
、
錦
ケ
丘
町
、
藤
沢
台
、
富
美
ケ
丘
町
、
宮
甲
田
町
及
び
美
山
台
並
び

に
八
尾
市
大
字
大
窪
、
大
字
恩
智
、
大
字
垣
内
、
大
字
教
興
寺
、
大
字
黒
谷
、
大
字
郡
川
、
大
字
千
塚
、
大
字
服
部

川
、
大
字
山
畑
、
大
竹
、
恩
智
北
町
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
恩
智
中
町
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限

る
。
）
、
恩
智
南
町
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
垣
内
、
楽
音
寺
、
上
尾
町
、
上
之
島
町
北
（
恩
智
川
以
東
の

地
域
に
限
る
。
）
、
上
之
島
町
南
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
教
興
寺
、
黒
谷
、
郡
川
、
高
安
町
北
（
恩
智
川

以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
高
安
町
南
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
千
塚
、
西
高
安
町
、
服
部
川
、
東
町
、
東

山
本
新
町
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
東
山
本
町
（
恩
智
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、
福
栄
町
及
び
水
越
並

び
に
兵
庫
県
尼
崎
市
常
松
、
常
吉
、
西
昆
陽
、
武
庫
の
里
、
武
庫
之
荘
、
武
庫
元
町
及
び
武
庫
豊
町
、
伊
丹
市
荒

牧
、
荒
牧
南
、
池
尻
、
伊
丹
、
鋳
物
師
、
梅
ノ
木
、
大
鹿
、
大
野
、
荻
野
、
荻
野
西
、
奥
畑
、
春
日
丘
、
北
河
原
、

北
園
、
北
野
、
北
本
町
、
行
基
町
、
鴻
池
、
御
願
塚
（
西
日
本
旅
客
鉄
道
山
陽
新
幹
線
以
北
の
地
域
に
限
る
。
）
、
昆

陽
北
、
桜
ケ
丘
、
清
水
、
鈴
原
町
、
千
僧
、
高
台
、
中
央
、
寺
本
、
寺
本
東
、
中
野
北
、
中
野
西
、
中
野
東
、
西

台
、
西
野
、
野
間
、
野
間
北
、
東
有
岡
、
東
野
、
平
松
、
広
畑
、
藤
ノ
木
、
船
原
、
堀
池
、
松
ケ
丘
、
美
鈴
町
、
瑞

原
、
瑞
穂
町
、
緑
ケ
丘
、
南
鈴
原
、
南
本
町
、
宮
ノ
前
及
び
山
田
、
川
西
市
加
茂
、
久
代
、
栄
根
、
下
加
茂
、
東
久

代
及
び
南
花
屋
敷
並
び
に
宝
塚
市
安
倉
中
、
安
倉
西
、
安
倉
南
、
旭
町
、
伊
孑
志
（
阪
急
電
鉄
今
津
線
以
東
の
地
域

に
限
る
。
）
、
今
里
町
、
金
井
町
、
亀
井
町
、
川
面
（
中
国
縦
貫
自
動
車
道
以
南
で
一
後
川
以
東
の
地
域
に
限
る
。
）
、

清
荒
神
、
口
谷
西
、
口
谷
東
、
向
月
町
、
光
明
町
、
御
所
の
前
町
、
御
殿
山
（
中
国
縦
貫
自
動
車
道
以
南
の
地
域
に

限
る
。
）
、
小
浜
、
高
松
町
、
鶴
の
荘
、
東
洋
町
、
中
筋
、
中
筋
山
手
、
中
山
荘
園
、
中
山
台
、
中
山
寺
、
福
井
町
、

星
の
荘
、
米
谷
（
一
般
国
道
百
七
十
六
号
線
以
南
の
地
域
に
限
る
。
）
、
美
座
、
南
ひ
ば
り
ガ
丘
、
美
幸
町
、
売
布
、

売
布
東
の
町
、
山
本
西
、
山
本
野
里
、
山
本
丸
橋
及
び
弥
生
町
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別
記
様
式
第
一
号

別記様式第一号

移動制限植物移動検査申請書

下記のとおり移動したいので検査を申請します。

住 所

氏 名

年 月 日

・・・・・・・植物防疫所（・・・・・・・支所又は出張所）植物防疫官 殿

移 動 予 定 年 月 日

移 動 前 の 管 理 場 所

移 動 後 の 利 用 場 所

荷送人の住所及び氏名

荷受人の住所及び氏名

容 器 包 装 の 種 類

植 物 の 種 類 梱 数 数 量 産 地 備 考

別
記
様
式
第
二
号

別記様式第二号

第 号

移動制限植物検査合格証明書

年 月 日

・・・・・・・植物防疫所（・・・・・・・支所又は出張所）

植物防疫官 氏 名

下記の・・・・・・・は、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令」第３条第１項の検査に合

格したことを証明する。

植物の種類、梱数及び数量

容 器 包 装 の 種 類

荷送人の住所及び氏名

荷受人の住所及び氏名

検 査 年 月 日

3



別
記
様
式
第
三
号

別記様式第三号

移動制限植物移動許可申請書

下記のとおり移動したいので許可願いたく・・・・・・・植物防疫所を経由して申請します。

住 所

職 業

氏 名

年 月 日

農林水産大臣 殿

植物等の普通名称及び学名

梱 数 及 び 数 量

産 地

容 器 包 装 の 種 類

移 動 の 方 法

移 動 の 目 的

移 動 予 定 年 月 日

荷送人の住所・氏名・職業

荷受人の住所・氏名・職業

移動後の管理の場所その他

の管理方法

移 動 後 の 管 理 責 任 者

利用期間及び利用後の処理

方法

その他参考となるべき事項

別
記
様
式
第
四
号

別記様式第四号

第 号

年 月 日

移動制限植物移動許可証明書

農林水産大臣

下記・・・・・・・は、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令」第３条第１項ただし

書の許可を得たものであることを証明する。

普 通 名 称 及 び 学 名

梱 数 及 び 数 量

産 地

容 器 包 装 の 種 類

許可申請者の住所及び氏名

荷送人の住所及び氏名
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